
 

   令和７年度第３回埼玉県少子化対策協議会 次第 

 

日時：令和８年３月２４日（火） 

   １４：００～１５：３０ 

方法：Teams 

 

 

１ 開会 

 

２ 挨拶                

  議長（埼玉県福祉部こども政策局長） 

 

３ 議題等 

（１）ワーキンググループの報告 

   ① 子育て支援 

      ② 結婚新生活支援事業 

（２）「埼玉県こども意見箱」について 

（３）こどもの居場所づくりにおける令和８年度国庫補助事業の活用について 

（４）朝のこどもの居場所づくりについて 

（５）放課後児童対策等について 

（６）子どものための教育・保育給付費負担金における職員配置状況の確認に係る

注意喚起について 

（７）令和８年度低年齢児保育促進事業の単価について 

（８）県の令和８年度新規・拡充事業の説明 

      ① 若者の出会い応援事業 

      ② 共同親権相談支援事業 

      ③ 夢の保育士後押し事業 

（９）その他 

 

４ 閉会 



子育て支援ワーキングについて

・ 令和８年２月１９日（木）
１３時３０分〜１５時３０分

・ オンライン開催

【 「放課後児童クラブにおける
業務のＩＣＴ化」について 】

放課後児童クラブのＩＣＴ化については、これまで
手作業で行ってきた児童の入退室の管理や保護者と
のやりとりなどを電子化することで職員の負担軽減や
保護者の利便性の向上が図られてきた。
一方で、放課後児童クラブのＩＣＴ化に係る補助

金の活用は減少傾向にあることから、放課後児童ク
ラブのＩＣＴ化について改めて現状を確認するととも
に、今後ＩＣＴ化を更に進めるにはどうすべきか、Ｉ
ＣＴ化が進まないとすればどのような課題があるのか
を検討する。

 こども家庭庁では、放課後児童クラブのＤＸ推進状況に関する調査の実施や業務システムの導入
などについての補助金を設けるなど、業務のＩＣＴ化による、利用環境の整備や職員の負担軽減
に向けた働きかけを行っている。

 ワーキングに向けて事前に実施した調査では、県内で「ＩＣＴ導入済み」としたのは７割程度と全
国平均よりも高い傾向にあった。一方で、県内の「地域子ども・子育て支援事業におけるＩＣＴ化
推進事業補助金」の活用実績は、そのうち５割程度と低い。

 利用申請や入退室管理、保護者との連絡などの業務において大きな負担を感じているものの、補
助する予算がない、職員に苦手意識があるなどの理由から導入を見送っている。

 令和6年度に県が小１・小４保護者向けに行った「放課後と夏休み等の過ごしかた調査」では、Ｉ
ＣＴ未導入のクラブを利用する保護者のうち、およそ７割が「実施してもらいたい」と回答があった。
⇒ ほとんどの市町村ではニーズの把握をしていない。

 ＩＣＴ導入後の効果として「クラブと保護者の間の情報共有がスムーズになった」という回答が８割
を超えており、ＩＣＴ導入により課題解決に向けて一定の効果が得られていることがわかる。

(1) 県の概要説明

３〜４市町村ずつ３グループに分かれて、テーマについて意見交換
【主な意見等】
＜実際の事例＞
・公設公営・公設民営など形態が様々ある中、各々に合わせた導入方法を知ることができた。
・入退室管理システムを利用するにあたり、システム登録時の工夫を知ることができた。
＜課題・その他＞
・各書類を電子に移行する際に、紙に記入していた内容を精査することが必要であると感じている。
・導入面だけでなく技術的なサポート体制や、支援員のICTスキルの向上、こどもたちへのデジタルリテラ
シー教育の重要性など、多様な視点から意見交換ができた。

・ １８市町 ２４名

※「県の概要説明」参加 ２４市町 ３４名

参加者

テーマ

日時・実施方法

(2) グループワーク

資料 １-①



結婚新生活支援事業ワーキンググループ 活動報告

日時：令和７年１０月２３日（木）１０：００～１１：００ （Web開催）
第１部 令和８年度地域少子化対策重点推進交付金について

（「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」含む）
第２部 令和７年度都道府県主導型市町村連携コースについて

１ 日時

２ 概要

第１部 ・令和８年度概算要求（こども家庭庁）の説明
・連携コースの要件及び、連携コース継続実施に向けた取組（予定）について説明
（連携コース参加市町村は、国からの補助率が１／２から２／３に向上）

・質疑応答
第２部 ・都道府県連携コース参加市町の現状報告、取組を発表

・都道府県連携コース参加市町から課題の共有及び意見交換

・質疑応答

３ 国への申請

（１）結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム（旧結婚新生活支援事業）
・都道府県主導型市町村連携コース（補助率２／３） １１団体（１１団体）
・一般コース（補助率１／２） ６団体 （ ６団体）

（２）地域少子化対策重点推進事業 １１団体（ ９団体）
※（）は令和７年度の申請団体数

資料 １-②



①地域の結婚支援ボランティア・事業者等を活用した伴走型支援 ②結婚支援コンシェルジュ事業

（参考）連携コースで活用予定のメニュー ※こども家庭庁説明資料から抜粋

結婚新生活支援事業ワーキンググループ 活動報告



埼玉県こども意見箱

概要

・「こども基本法」や「こども大綱」により求めらている、「こども等の意見反映」
のため、こどもの意見を聴取して、県のこども施策等に反映させるため、「埼玉県
こども意見箱」を令和７年７月４日に開設。

・電子申請・届出サービスを用いて施策の当事者であるこどもたちが「いつでも」、
「どこからでも」、「自由に」意見を投稿できる仕組み。

・投稿された意見を各担当課で施策に反映できないか検討。
・一定の時期ごとに主な意見等について県ＨＰで公表する。

意見箱へ投稿
各課に意見共有
対応状況照会

意見内容について確認
施策に反映できないか検討

こどもたち
埼玉県

（こども政策課）
各担当課

対応状況回答主な意見の等について
県HPで公表
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主な意見の内容

・学童や学校の体育館・教室に空調を設置してほしい。
・ボール遊びができる遊び場を整備してほしい。
・道路（主に通学路など）を安全に整備してほしい。
・公園にゴミ箱をもっと設置してほしい。
・大きな公園を作ってほしい。
・障害のあるこどもでも安心して遊べる場所を作ってほしい。
・夏の暑い日に部活動やスポーツ少年団の活動をするのは

危ないと思う。
・地域をきれいにするため、ゴミ捨て場のネットを大きく

してほしい。
・学校の掃除用具を新しくしてほしい。
・家の近くに公園はあるけど、遊具が古く、虫も多い。

友達と遊べるように整備してほしい。
・学校の冷水機を増やしてほしい。
・給食の時間が短い。もっと長くしてほしい。
・日本の伝統文化を体験できる授業を行ってほしい。
・英語の授業を増やしてほしい。

など

「埼玉県こども意見箱」チラシ
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令和７年度 朝のこどもの居場所づくりモデル事業 効果検証会 概要

１ 日 時
令和８年３月５日（木） １４：３０～１６：３０

２ 参加者
・ 今年度事業に参加した市町（志木市、毛呂山町、富士見市、行田市）
・ 日本女子大学 大沢 真知子 名誉教授

３ 内 容
・ 各市町の取組内容の発表、意見交換（詳細は別添資料参照）

４ 大沢名誉教授からのコメント
・ 出産前後の女性の継続就業率が上昇する中、朝のこどもの居場所づくりを継続していくことが、今後も重要で
ある。

＜一部抜粋＞
・ 見守り員確保の方策として、シルバー人材を活用した。
・ 申請にあたり、電子申請の活用や学童利用者は就労証明書の添付を不要にするなど、手続きの簡素化を図った。
・ 年度途中から事業を実施したことから広報面に課題があった。
・ 利用登録者数について、今年度と比べ令和８年度は増える見込み。不定期利用可と認知してもらったことが、その要因と考えている。
・ 学校側からの意見として、通学班への配慮を求められることがあった。また、朝の見守りを教員が対応していた学校からは、朝の居場所を

歓迎する声があった。

資料 ４



朝のこどもの居場所づくりモデル事業　実施概要一覧

○　取組概要

年度 自治体 実施場所 実施時期 運営団体 開所概要 見守り員
利用要件

＆利用料等
１月の利用実績
＆ 利用見込み

周知方法

志木市
小学校に隣接する生涯学習
施設（１箇所）

・令和７年６月から実施
・市社会福祉協議会
（放課後児童クラブの運営団体と
は別の団体）

・開所時間：7：00～8：00
・開所頻度：週５日
・夏休みを含めて実施（土日祝日・
年末年始を除く）

・配置人数：３人（１日あたり）※
・勤務時間：１．５時間（１日あたり）
・資格要件：設定なし

※仕様書上は２人以上としている。

・利用要件あり
（小学校指定あり、保護者就労要
件あり）
・利用料徴収なし

・登録児童数　10人
（うち毎日利用　0人、それ以外　10人）
・利用学年　1,2,5,6年生

・案内時期：令和７年４月
・案内方法：懇談会終了時に説明会を開催
・利用希望確認時期：令和７年４月

毛呂山町
小学校内外にある放課後児
童クラブ（４箇所）

令和７年１０月１日から令
和９年３月３１日まで（予約
申込みは令和７年９月９日
から開始）

・NPO法人（放課後児童クラブの運
営団体）

・開所時間：7：00～8：00
・開所頻度：週５日
※利用する月の前月２０日までに
利用日を学童保育所に伝える。開
設日に限り、前日連絡でも利用可
能。

・配置人数：２人（１日あたり）
・勤務時間：１時間（１日あたり）
・資格要件：町の補助要綱に資格
要件はないが、NPOとの話し合い
の結果、正規職員を１人以上配置
して実施している。

・就労等により保育が必要な町立
小学校在籍児童
・利用料徴収あり（１回250円）

・登録児童数　　293人（登録制ではな
いため、R7年度に学童保育所に入所し
た人数＝保険に入っている人数を記載
しています）
（うち毎日利用１人、それ以外３人）
・利用学年１年生2人、２年生1人（毎日
利用）、3年生1人

※実施全校分

・案内時期　令和７年９月８日から（補正予算
議決後から）
・案内方法　町広報１０月１日号、町ホーム
ページ、小学校在籍家庭すべてにLINE通知、
年長クラスにチラシ配布

富士見市
小学校内にある放課後児童
クラブ（４箇所）

令和７年１１月から実施
シルバー人材センター（人材派遣）
（放課後児童クラブの運営団体と
は別の団体）

・開所時間：7：00～8：00
・開所頻度：週５日
・冬休みを含めて実施予定（土日
祝日を除く）

・配置人数：２人（１日あたり）
・勤務時間：１．５時間（１日あたり）
・資格要件：設定なし

・利用要件あり
（小学校指定あり、利用可能学年
指定あり）
・利用料徴収なし

全登録人数　８人
・水谷放課後児童クラブ　２人(１年生の
み）、不定期利用（週２程度）１人、利用
なし１人
・諏訪放課後児童クラブ　２人（１年生・
２年生）、毎日利用１人、不定期利用
（月１回）１人
・ふじみ野放課後児童クラブ　３人（１年
1人、2年２人）、毎日利用１人、不定期
利用２人（週２程度１人、月２回利用１
人）
・つるせ台放課後児童クラブ　1人（１年
１人）、利用なし１人

・案内時期⇒10月15日

・案内方法⇒実施校の１・２年生に対して、学
校を通じてサービス開始の通知文書の配布及
びHP

・利用希望確認時期⇒市独自では実施してお
らず、R6年度実施の県アンケートをもとに希望
者が多数いることを把握

行田市
小学校内にある学童保育室
（１箇所）【行田市立西小学
校】

令和８年１月から実施
※令和７年９月から行田市
立忍小学校で実施予定で
あったが、利用者がいな
かったため、実行校を変更
して１月から実施。

・社会福祉法人
（学童保育室の運営委託法人）

・開所時間：7：00～8：00
・開所頻度：週５日

・配置人数：２人（１日あたり）
・勤務時間：１．５時間（１日あたり）
・資格要件：設定なし

・利用要件あり
（小学校指定あり、保護者就労要
件あり）
・利用料徴収あり
（１回100円）

・登録児童数　２人
（うち毎日利用１人、それ以外１人）
・利用学年　２名とも１年生

・案内時期：令和７年１１月上旬
・案内方法：保護者連絡用アプリ
・利用希望確認時期：１１月中旬まで。その後
は随時受付

R7年度

【概要】

こどもの小学校入学に際して、保育所の預かり開始時間と小学校の登校時間の差により保護者等が仕事等を変更せざるを得ない状況になること、いわゆる「朝の小１の壁」解消に向けて、

小学校等でこどもを預かる「朝のこどもの居場所」づくりモデル事業を実施する市町村に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

１ 実施期間 令和７年度～令和８年度（予定）

２ 補助内容 見守りを実施する者の人件費、環境整備のための経費（利用登録証、鍵等の消耗品費など） など

３ 補助基準額 ２，０００千円（１箇所あたり）

４ 補助率 ２／３







労働等により昼間保護者のいない家庭の小学生の健全な育成を図るため、授業の終了後に遊び及び生活の場を与える「放課後児
童クラブ」の運営に必要な経費を補助するとともに、利用児童の増加等に対応するため放課後児童クラブの整備を促進する。
また、こども・若者が安心して過ごすことができる、こども食堂等のこどもの居場所の新規立ち上げと継続的な運営等を包括的

に支援する。

放 課 後 児 童 ク ラ ブ ・ こ ど も の 居 場 所 づ く り

担当 こども支援課 放課後児童クラブ担当 内線 ３３２２
こどもの居場所担当 内線 ３３４８

１ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の充実 ９，５８５，０１５千円

【予算額】９，６３２，３３４千円

（１）朝のこどもの居場所づくりモデル事業 １３，５７４千円
小学校等に見守り員を配置し、こどもを見守る「朝のこどもの居場所づくり」の整備をモデル

事業として取り組む市町村に対して補助を実施・検証を行う。

２ こどもの居場所づくりの支援 ４７，３１９千円

（２）こども・若者と共につくる居場所づくりの支援 ３３，７４５千円
こどもの居場所の認知拡大及び潜在的な担い手、支援者の掘り起こしのため、「こどもの居場

所フェア埼玉」を開催する。
また、「こどもの居場所づくりアドバイザー」を各地域に派遣し、こどもの居場所の新規立ち

上げと継続的な運営を支援する。
さらに、市町村が地域まちづくり計画区域内で「新たなこども支援活動拠点」を整備するため

の経費を補助する。

「こどもの居場所フェア埼玉」の開催の様子

－ ８ －

目 的

事業概要

（２）放課後児童クラブの待機児童解消への支援 ４，４３０千円
放課後児童クラブの待機児童を解消するため、緊急的措置として、児童館、塾、

スポーツクラブ等の既存施設を活用した受け皿や多様な居場所を実施する市町村に対して補助を行う。

（１）放課後児童クラブの運営費・整備費等の補助 ９，５８０，５８５千円
放課後児童クラブの利用児童数や開所日数、職員の処遇改善等に応じた運営費の補助及び

放課後児童クラブの新設整備や既存施設の改修などの整備費の補助等を行う。
併せて、放課後児童支援員の確保や質の向上を図るため、認定資格研修や就職フェア等の

人材確保対策や巡回支援アドバイザー事業等の定着支援対策に取り組む。
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こ支援第９９０号 

令和７年３月１８日 

 

各市町村長 様 

（保育主管課扱い） 

 

埼玉県福祉部長（公印省略） 

 

 

   子どものための教育・保育給付費負担金における職員配置状況の 

確認に係る注意喚起について（通知） 

 

 本県の児童福祉行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り、厚く

お礼申し上げます。 

 この度、県内複数の市町村において、社会福祉法人の保育所とその関連施設

で、同じ職員が複数施設の職員名簿に記載されている事案が発生しました。 

市町村及び県で確認した結果、一部の市町村については、給付費が過大に保

育所に支払われていたことが判明しております。 

 市町村におかれましては、本通知に基づき、改めて、保育所等への職員配置

状況を適切に把握していただき、標記負担金の適切な支給をお願いします。 

 なお、給付費が過大に支払われていたことが確認できた場合、給付費の一部

返還が生じますので、十分御留意いただきますようお願いします。 

 

記 

１ 当該事案の内容 

（１）ある職員が保育所名簿に記載されていながら、実際には同じ社会福祉法

人の子育て支援拠点や社会福祉施設、さらに当該法人の関連施設である学

校法人の幼稚園に勤務しており、保育所での勤務実態がなかったこと。 

（２）保育所に併設されている子育て支援拠点等において、保育所との兼務職

員について、各施設の勤務状況を客観的に示す資料がなく、適切な運営が

確認できなかったこと。 
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２ 留意事項 

（１）市町村において、施設の職員配置状況の確認を適切に行うこと。特に、

他の施設と兼務している職員については、実際の勤務実績が記載された書

類を施設から提出させるなど、各施設での勤務時間が客観的に確認できる

ようにすること。 

（２）子ども・子育て支援法に基づき、市町村が各施設に対し、立入検査等を

通じて、提出された職員名簿と実際の配置状況が合っているか確認するこ

と。 

 

 

担当：こども支援課 保育・人材確保担当  

電話：０４８－８３０－３３４９ 



令和８年度低年齢児保育促進事業の単価について

【一歳児担当保育士雇用費】

国が定める１歳児の担当保育士の配置基準（児童６人につき保育士１人）を、

県が定める加配基準（児童４人につき保育士１人）まで加配する場合の経費を

補助する。

【補助単価】 児童１人当たり月30,000円（現行単価20,000円）

【負担割合】 県１／２、市町村１／２

【乳児途中入所促進事業】

年度当初から乳児保育担当保育士を雇用している場合に、年度当初（３か月分）

の雇用費を補助する。
【補助単価】 児童１人当たり月120,000円（現行単価８0,000円）

【負担割合】 県１／２、市町村１／２

令和８年度低年齢保育促進事業の単価については、下記のとおりとなります。
各市町村におかれては、下記の単価で予算措置をお願いいたします。
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【将来像（最終アウトカム） 】
 ひとり親世帯を含む、子育て当事者の生活が安定し、安心して子育てに喜びを実感できる社会の実現

２ 現状と課題
【現状】
 民法改正により、以下の制度が新たに導入される。

①共同親権（離婚後も父母両方が親権を持つことが可能）
②法定養育費（夫婦間で金額を定めなかった場合の養育費）
③養育費の先取特権（公正証書等無しで差押え可）

【課題】
 県の4福祉事務所では、ひとり親世帯の相談に対応しているが現体制では、以下の①〜③の相

談への対応が困難となる。

①親権のない父母（非養育者）による共同親権取得の家裁への申立てへの対応に関する相談が
増加

②これまで養育費を受領していないひとり親世帯から、法定養育費を受け取る方法等の相談が
増加

③養育費を定めていたが、未払となっているひとり親世帯から差押えの実施に関する相談増加

将来像の実現に向けた課題と解決の方向性

１ 法令・計画における位置づけ
【法令】
 母子及び父子寡婦福祉法

【計画】
 ５か年計画

針路２ 県民の暮らしの安心確保
施策１０ 生活の安心支援

ひとり親家庭や経済的に厳しい状況にある家庭への支援
 こども・若者計画

４「こどもの貧困」対策の推進、配慮を要するこどもへの支援
（２）ひとり親家庭への支援

（イ）養育費の取決めの重要性や法制度を理解してもらうため、普及
啓発に努めます。また、養育費の確保等法律的な問題については、
弁護士による相談を行います。

【施策目標】
 養育費収入が確保されることにより、就労収入の少ないひとり親世帯の

生活が安定し、安心して暮らすことができる。

３ 課題解決の方向性
 『ひとり親世帯用の相談窓口』を新設し、民法改正に伴う相談に対応
 養育費を確保するための差し押さえの手数料等の費用を支援

共同親権相談支援事業
～民法改正に対応した共同親権に関する相談窓口の設置と養育費請求に関する裁判費用補助～
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事業内容及び事業スキーム

事業実績（アウトプット）
①共同親権等相談窓口の開設

 共同親権に関する相談人数＝1,687人
（DVにより離婚し、ひとり親となった3,373世帯の半数）

②養育費確保の支援

 弁護士相談補助件数＝55件
（養育費未払(年収300万未満)のひとり親世帯(町村)の半数）

 強制執行支援補助件数＝28件
（弁護士相談補助を受けた親世帯の半数）

事業から得られる成果（アウトカム）
【直接成果】
 共同親権に関するひとり親世帯の不安解消
 強制執行により養育費の未払いが減少

【中間成果】

① 共同親権等相談窓口の開設 5,965千円（国1/2・県1/2）
 DV等を理由に離婚したひとり親世帯が、前夫（前妻）から共同親権を求められた場合の対応等

に関する相談に対応する相談窓口を開設（1か所）

対 象 県内在住のひとり親世帯（政令・中核市除く）

相談体制 共同親権制度、離婚制度を熟知した相談員による相談対応（原則、電話・メール相談）
共同親権全般に関する弁護士相談（月2回︓予約制）

〔父母関係不調の場合に
申立てが想定される〕

連絡
非親権者 親権者

（単独親権）

共同親権制度が始まると、
こどもを会わせなければ

いけないのか︖

共同親権制度が
できたから、こどもに

会う権利がある
共同親権への
変更申立

非親権者 親権者
（単独親権）

家裁

調査し変更を
認めるか決定

家裁から連絡があった。
どう対応すればよいか︖

親権取られるのか︖

② 養育費確保（差押え等）の支援 5,440千円（国1/2・県1/2）
 「法定養育費」「先取特権」の導入により、養育費の請求や差押え（強制執行）を希望する世帯が

差押え手続きを進められるように補助を実施

養育費（債権）
差押えの申立

非親権者 親権者

裁判所
給与等の
差押え

（勤務先に強制執行の連絡が入らないように自主的に支払う場合あり）

・「法定養育費」により夫婦間で養育費を定めていない場合も養育費請求が可能に
・ 養育費に「先取特権」が付与され、公正証書等により養育費を定めていない場合も差押えが可能に

対 象 県内町村在住のひとり親世帯
補助基準額
(1) 差押えに関する弁護士相談費用補助 15千円（30分×3回）
(2) 強制執行経費補助 150千円（弁護士費用（着手金）、印紙代等）

※ 公益法人への委託（補助業務＋相談先案内）を想定

母子世帯の７割以上が年収300万円未満 ⇒ 弁護士相談費用や差押え費用の捻出が難しい世帯も多い

 共同親権に関する不安解消と養育費が安定して
支払われることにより、共同親権導入後もひと
り親世帯の親子が安心して生活ができる。

11,405千円（うち一般財源5,703千円）
共同親権相談支援事業
～民法改正に対応した共同親権に関する相談窓口の設置と養育費請求に関する裁判費用補助～
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